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第１ 審査会の結論 

熊本市長（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して行った児童手当法第

２３条に基づく時効を理由とした児童手当支給事由消滅に関する処分（以下「本

件処分」という。）に係る平成２８年１１月２４日付け審査請求（以下「本件審査

請求」という。）は棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人 

熊本地震もあり、通常であれば出来る事も出来ない状況にあったため、現況

届を提出できなかったから、本件処分の取消し、支給事由が消滅した期間の受

給資格の付与又は処分の２か月延長を求める。 

 ２ 審査庁 

 （１）結論 

本件審査請求は棄却されるべきである。 

（２）理由 

審理員意見書に記載のとおり、処分庁は法令及び通知等に規定する手続に基

づき本件処分を行っており、何ら違法又は不当な点は見当たらない。 

地震により現況届を提出できなかったとする審査請求人の主張は、反論書の

提出がなく、被災状況を詳細かつ客観的に判断するために必要な説明がないた

め採用することができない。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

 １ 結論 

本件審査請求には理由がないため、棄却されるべきである。 

２ 理由 

（１）本件に係る法令等の規定について 



 
 

本件処分に係る児童手当の事務については、児童手当法（昭和４６年法律

第７３号。以下「法」という。）、「児童手当に係る時効および児童手当現況届

の未提出分について」（昭和４８年１月２６日児手第６号厚生省児童家庭局児

童手当課長通知。以下「課長通知」という。）、「市町村における児童手当関係

事務処理について」（平成２７年１２月１８日府子本第４３０号内閣府子ど

も・子育て本部統括官通知。以下「ガイドライン」という。）、「児童手当に係

る時効の解釈及び取扱い等について」（平成２４年３月３１日厚生労働省雇用

均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室事務連絡。以下「事務連絡」

という。）及び「平成２８年（２０１６年）熊本地震による被災者等に対する

児童手当の認定等について」（平成２８年４月１９日府子本第２８４号内閣府

子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「熊本地震通知」という。）

に基づいて行われている。 

（２）審査請求人に対する本件処分について 

審査請求人は、提出期限である平成２６年６月３０日までに現況届を提出

しなかった。そのため、平成２６年６月分以降の児童手当の支給が差し止め

られている。 

本件における時効の起算日は、課長通知により支払日の翌日となる平成２

６年１０月１６日、時効の完成時点は起算日の２年後の平成２８年１０月１

６日である。 

処分庁は、審査請求人に対し、平成２６年８月２２日にガイドライン第１

７条第６項に基づき督促を行い、平成２８年８月２５日には時効の完成を事

前に通知している。 

また、処分庁は時効の完成を確認の上、同年１０月２０日にガイドライン

第２２条第１項に基づき職権による支給事由の消滅処理を行い、支給事由消

滅通知を審査請求人に送付することにより時効の援用を行っている。 

本件処分は、法に規定する手続及び通知に基づくものであり、何ら違法又

は不当な点は見当たらない。 

地震により現況届を提出できなかったとする請求人の主張は、被災状況を

詳細かつ客観的に判断するために必要な説明がないため採用することができ

ない。 



 
 

 

第４ 調査審議の経過 

平成２９年７月３１日 審査庁から諮問 

同年８月１０日 第１回審議 

同年８月２５日 第２回審議 

 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件審査請求に係る審理手続について 

本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

２ 審査会の判断について 

審査請求人の主張は、児童手当受給権の時効消滅に関する本件処分について、

熊本地震の発生等を理由に、時効期間の延長等を認めて本件処分を取り消すよ

う求めるものと解される。 

そこで、熊本地震の点も考慮に入れて、本件処分の時効に関する判断におい

て違法又は不当な点はないか、本件処分に至る手続において違法又は不当な点

はないかについて判断する。 

（１）時効に関する判断について 

ア 根拠となる法令、通知等 

法第２６条は、児童手当受給者に前年の所得状況等の届出（現況届の提

出）を義務付けており、この現況届が未提出の場合、法第１１条は、「児

童手当の支払を一時差しとめることができる」と定めている。 

法第２３条第１項は、「児童手当の支給を受ける権利」は、「２年を経過

したときは、時効によって消滅する」と定めている。 

課長通知は、時効の起算日は支払日の翌日、時効の完成時点は起算日か

ら２年を経過した時点としている。 

時効消滅する権利の内容について、事務連絡は、基本権（受給権）及び

支分権（各支払期月に支払を受ける権利）がともに含まれ、「基本権につ

いては、時効が完成した場合に受給者に対して支給事由が消滅した旨の通

知（支給事由消滅通知書）を行うこと（時効の援用）により消滅」し、こ

れにより、支払が一時差し止められた月分以降の児童手当については支払



 
 

義務がなくなるとしている。 

熊本地震の被災者等に対する取扱いを示す熊本地震通知は、現況届の添

付書類について、請求者本人からの申立書をもって代えることができると

している。 

   イ 事実の認定と法令、通知等の適用 

これを本件について見ると、審査請求人は、平成２６年６月３０日まで

に提出義務のある現況届を提出しなかったため、平成２６年６月分以降の

児童手当の支払が差し止められており、その後も現況届を提出しなかった。

そこで、処分庁は、平成２６年１０月１６日を児童手当の支給事由の消滅

日、時効による消滅を理由とする児童手当支給事由消滅通知書を、平成２

８年１０月２０日付けで審査請求人に送付している。 

法第２３条第１項及び課長通知によると、平成２６年１０月１６日が時

効の起算日となり、同日から２年を経過した平成２８年１０月１６日が時

効完成時点となることから、平成２６年１０月１６日に児童手当の支給事

由が時効により消滅したとする処分庁の判断は、法令、通知等に基づくも

のと認められ、違法又は不当な点はない。 

また、処分庁は、児童手当支給事由消滅通知書において、支給が差し止

められた期間の児童手当の支払は行わず、今後児童手当を受給するために

は新規の申請が必要としており、児童手当の受給権がすべて消滅する旨通

知している。これは、時効の完成により基本権すなわち児童手当の受給権

が時効により消滅するとしている事務連絡に基づくものと認められ、違法

又は不当な点はない。 

ウ 審査請求人の主張 

審査請求人は、地震の発生もあり通常なら出来る事も出来ない状況にあ

ったため、現況届を提出できなかったと主張している。しかし、処分庁で

は地震の影響にかかわらず通常業務を行っており、現況届の提出も受け付

けられる状態であったというところ、審査請求人は被災状況等に関する資

料を提出しておらず、上記主張を裏付ける具体的な説明も全くしていない。

さらに、熊本地震通知においても被災者等に対する時効の停止等、時効完

成の延期を可能とする取扱いは示されていない。 



 
 

したがって、審査請求人の主張は採用することができない。 

（２）本件処分に至る手続について 

ア 根拠となる法令、通知等 

     ガイドライン第１７条第６項は、「６月３０日までに現況届が提出されな

い場合には、その提出について督促を行う」としており、第２２条は、「児

童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて」

通知書を作成して受給者に送付することとしている。 

   イ 事実の認定と法令、通知等の適用 

     これを本件について見ると、処分庁は、現況届が未提出の審査請求人に

対し、ガイドライン第１７条第６項に基づき、平成２６年８月２２日、平

成２７年８月２１日、同年９月１１日及び平成２８年８月２５日に現況届

提出の督促を行っている。 

その後、処分庁は、ガイドライン第２２条に基づき、時効の完成時点経

過後となる平成２８年１０月２０日付けで、審査請求人に対し支給事由の

消滅を通知し、事務連絡に示されたとおり時効の援用を行っていると認め

られる。 

なお、法第２３条第１項の「児童手当の支給を受ける権利」の消滅に関

し、事務連絡によると、その権利には基本権も支分権も含まれるとされて

いることから、受給者にその旨をあらかじめ教示することにより、受給権

者が予期しない不利益を被ることのないような配慮をする必要もあった

と考えられる。この点につき、処分庁は平成２８年８月２５日の督促の通

知において、「時効により児童手当の支給を受ける権利が消滅し、児童手

当の支払いができません」と記載している。記載では、いかなる権利が消

滅するかは明示されていないが、一般市民であれば、この記載により双方

の権利が消滅する旨を理解することは可能であったと考えられる。 

よって、処分庁は、法令、通知等に基づき手続を行っており、違法又は

不当な点はないと認められる。 

 

以上により、本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求には理由

がないため棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 
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